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写真：鳥取県倉吉市「極楽寺のしだれ桜」
　境内にある県内最大のしだれ桜は 淡紅色で赤味
が強く、例年４月初旬には樹齢約140年の華麗な
姿が見られます。樹齢が100年を越えていても樹
の勢いがあり、「とっとりの名木百選」に選ばれ
ています。



2018年度労働者福祉等の充実に関する要請について

要　請　事　項 回　　　　　答 担　当　部　局

１．労働者福祉運動・事業の連携・支援について

⑴　一般財団法人 鳥取県労働者福祉協議会（以下、鳥取県労福
協）は、県内労働者の生活サポートと労働者福祉の環境改善
に向けて相談・啓発活動、将来を担う子供たちが安心して生
活するための支援活動などを行っている。「支え合い」から拡
がる連帯・協同の社会つくりを目指す活動によって、様々な
課題の解決に繋がる相談・啓発活動は益々必要になるものと
考える。

　　ついては、鳥取県労福協が行う労働者自主福祉運動の事業
に、更なる連携・協力をお願いしたい。

　一般財団法人鳥取県労働者福祉協議会（労福協）に対しては、鳥取県労働者福祉協議会補
助金により、労働者スポーツ祭典や勤労者美術展など労働者福祉の増進に資する事業に対し
て支援をしており、平成31年度予算においても引き続き対応していく。労福協への委託によ
る「THE社会人」の作成・配布についても財政的支援を継続し、平成31年度も県教育委員
会高等学校課と連携して県内の高校３年生に配布する予定。今後の県内の企業等からの要請
等をふまえ、引き続き連携・協力をしていきたい。

・商工労働部
　（とっとり働き方改

革支援センター）

⑵　鳥取県内において、労働関連法をないがしろにする労働・
雇用問題はいまだに多く発生していることは、委託事業であ
る中小企業労働相談所「みなくる」の相談内容から明確となっ
ている。労使間トラブルの相談は減少するどころか増加傾向
にある。また、各種の労働セミナーを開催する度に多くの事
業主・担当者が参加する現状は、労働関連知識が職場におい
て十分でないと言える。ついては、下記のとおり委託事業に
ついて前向きな検討をお願いしたい。

　①多種にわたる相談内容に対応していくため、相談員への情
報提供によるスキルアップ・関連する相談機関との連携強
化をお願いしたい。

①に関して
　平成31年度も働き方改革に関するセミナー、事例発表会等を国、商工団体等と連携して実
施していく予定である。みなくる及び鳥取労働相談・個別紛争解決制度関係機関連絡協議会
等に積極的に情報提供していきたい。

・商工労働部
　（とっとり働き方改

革支援センター）

　②主催する労働セミナーの講師依頼において、鳥取県の別委
託事業の講師謝金を調査し、比較した場合に他より低いこ
とがわかりました。ついては見直しを行っていただきたい。

②に関して
　県財政上単価増は難しいため、平成30年度と同額の単価で対応をお願いしたい（6,000円
／時：鳥取県が講演講師に対する手当として定める標準単価）。

・商工労働部
　（とっとり働き方改

革支援センター）

　③社内研修の依頼が増加し年60回の計画ではおさまらない状
況となっている。研修依頼が企業等の労働環境の向上に繋
がると考え、年70回の実施ができるようにお願いしたい。

③に関して
　平成30年度においては変更契約により、可能な範囲で対応いただいたところ。平成31年
度予算においては、70回分を予算化した。

・商工労働部
　（とっとり働き方改

革支援センター）

　④鳥取県労福協が働く若者のルールブックとして、連合鳥取・
鳥取県経営者協会と連携して作成している冊子「THE社会
人」は、県内の行政・経営・労働・教育など多くの機関、
団体から好評を博している。労働教育推進業務において、
行政関係を含め多くの団体から今後も配布希望が増えるも
のと予想され、対応していくために関わる支援をあらため
てお願いしたい。要望として、5,800部 から11,000部へ
の支援をお願いしたい。また、2019年10月より、消費税
が10%に上がる予定であることも考慮いただきたい。

③に関して
　平成31年度予算において、委託費全体では消費増税相当額を措置する。「THE社会人」作成・
配布の予算額については、平成30年度と同様となっているが、予算の範囲内での工夫をお願
いしたい。

・商工労働部
　（とっとり働き方改

革支援センター）

⑶　鳥取県は「働き方改革」において、支援センターを開所し
て取り組みが開始されたが、働く人が健やかに働きがいを持
てる職場・社会にするためにはワーク・ライフ・バランスが
大きな要素と言える。世代毎に「どのような暮らしを実現さ
せていくか」を考えていく必要がある。そのためには、個人
や家族のライフステージによって変化するニーズに応じた働
き方や労働時間の変化など、多様な働き方が選択できる仕組
みを作っていく必要がある。特に、若年層における結婚や家
族形成が可能となる経済的自立や柔軟な働き方など、課題を
探りながら進めていただきたい。

　企業（職場）に対する働きかけとして、とっとり働き方改革支援センターで平成31年1月
末現在で70件の専門家派遣を実施し、男性の育児休業、短時間勤務、在宅勤務の導入といっ
たより働きやすい職場づくりに対する支援も実施している。また、同センターが主催するセ
ミナーにおいて長期休暇制度や女性活躍を推進する企業などに事例発表などもいただいてい
る。今後も引き続き、支援を広げていきたい。
　若年層に対する働きかけとして、子育て応援課で中高生を対象に命の大切さ等を学習する

「未来のパパママ育み事業」、大学生を含む若者世代を対象に妊娠･出産等に関する基礎知識
講義やライフプラン設計などを行う「今から始めるいつかはパパママ事業」、ライフプラン
全体にかかわる正しい知識や情報を提供、結婚や家庭を持つことに対する具体的なイメージ
を喚起する「ライフデザイン（人生設計）キャンペーン」を展開している。
　また、結婚を望む男女が早期に自らの望む形で成婚へとつなげられるよう、１対１のマッ
チング（お見合い）の機会を提供する「えんトリー（とっとり出会いサポートセンター）」
を実施、東中西部に相談窓口を開設し婚活イベント情報の配信等も併せて結婚支援を行うな
ど、これから結婚や子育て期を迎える若年層の人生の選択に際し、自分のライフプランやパー
トナーについて考える機会や情報を提供する事業を実施しており、引き続き取り組んでいき
たい。

・商工労働部
　（とっとり働き方改

革支援センター）
・福祉保健部
　（子育て応援課）

⑷　2017年度に鳥取労働局が行った長時間労働が疑われる事業
所に対する監督指導によると、70％以上が労働基準関係の法
令違反であったと報告された。この状況にある労働環境の職
場は「働き方改革」の取り組みに対して逆行と言わざるを得
ない。あらためて「働き方改革」の促進によって希望を持ち、
仕事の満足・生活のゆとりを感じ「ワーク・ライフ・バランス」
が行き届く施策に取り組んでいただきたい。

　県内企業や商工団体からの「働き方改革関連法の中身が分からない」、「どうやって取り組
んでよいか分からない」という声を受け、国の働き方改革サポートオフィス鳥取と共催で働
き方改革関連法のセミナー及び県内企業の取組事例発表を平成30年10月に実施し、２会場
で延べ110名の方に御参加いただいた。反響の大きさを受け、平成30年12月に関連法の講
義（２会場130名）、平成31年2月に関連法セミナー及び県内企業事例発表会（１会場・70名）
を実施し、いずれにも多くの方に御参加いただいた。
　その他に社会保険労務士が企業を訪問することによる普及啓発事業も実施しており、訪問
を行った結果、その後の引き続きの支援に繋がった事例も出てきている（平成31年2月現在
で108社を訪問し、６社が専門家派遣につながった）。これらの取組を継続し、働き方改革へ
の意識の高揚、取組の推進をしていきたい。

・商工労働部
　（とっとり働き方改

革支援センター）

⑸　障がい者雇用促進に関しては、民間企業、国や地方公共団
体に法定雇用率が課せられており、 今般の国や地方公共団体
において障がい者雇用者数の「水増し」が明らかになった。
鳥取県においては調査の結果、水増しはなかったと報告され
たことは評価される。しかし、民間企業が法定雇用率達成に
向けて努力を重ねてきて、それでも達成できない場合は納付
金を収めている。手本となるべき中央省庁が水増ししていた
ことについては制度の信頼が大きく揺らいでしまった。

　　鳥取県としてあらためて、各自治体において障がい者雇用
に関わる法令等を周知徹底されたい。

　県は鳥取労働局と共催で、障がい者雇用を進めるために法令等を含めた制度について理解
いただくためセミナー・講習会を実施しており、各自治体の参加を促していくこととしてい
る。
　また、市町村行政への助言の一環として、市町村での障がい者雇用を促進するよう、県が
行ってきた取組の情報提供及び障がい者就労支援機関が行う各種支援メニューの活用等の助
言を行っている。

・商工労働部
　（雇用政策課）
・地域振興部
　（地域振興課）

２．消費者行政の充実強化に関する要請について

⑴　鳥取県労福協は、大学・専門学校・高校に対して出前教育
として「消費者講座」、「社会人前講座」を実施してきたが、
民法の改正によって成人年齢が18歳に引き下げられた。これ
まで高校生を中心とする未成年者に対して契約行為の注意喚
起をしてきたが、2022年４月からは高校生が契約の当事者と
なり得る。借入・クレジットの申し込み・更には悪徳商法な
ど多くの場面でトラブルが起こる可能性がある。2017年の統
計では75,639件もの自己破産があったと言われている中で、
成人年齢の引き下げでこの件数が増えるのではないかと懸念
される。このような不安に対し、国は「教育で対応」と述べ
ているが、就職や進学後にトラブルに巻き込まれないための
教育が本当に十分出来るものかと考える。

　　鳥取県では、幼児期から高齢期まで消費者教育を進めてい
るが、自己責任の範囲が拡大することの認識に立ち一層の啓
発努力が必要である。消費者教育において、地域・行政・学
校などのネットワークを活用した取り組みを進められたい。

　県では、自立した消費者育成のため、幼児期からの消費者教育に重点を置き、幼稚園・小、
中学校、特別支援学校用の教材を作成するとともに、教育機関において出前講座を実施する
等、消費者教育に取り組んできた。
　今年３月に改訂予定の「鳥取県消費者教育推進計画」には、特に、成年年齢引き下げに対
応するため教育機関での実践的な消費者教育の推進について、教育関係者に対する普及啓発
を行うこととしている。
　また、若者や高齢者等の消費者被害を防止するため、今年２月に官民一体となった「鳥取
県消費者見守りネットワーク協議会」を設立し、市町村が行う見守り活動等に対し、関係機
関が積極的に協力・支援することとした。今後も関係機関との連携を一層密にし、消費者教
育の取り組みをより効果的に実施していきたい。
　県教育委員会では2022年からの成年年齢の引き下げに伴い、若者の消費者被害の防止や
救済を図るため、より一層効果的な消費者教育を実施することが必要であると認識しており、
現在、県立高校では、教科の中で消費者問題を学習したり、関係機関と連携して専門家の話
を聞くような機会を設けている。加えて、平成31年度から県教育委員会主催で、消費者教育
に係る教員研修も実施することとしている。
　また、県内全ての私立高校においても、公民科、家庭科等の教科での消費者教育や消費者
トラブル、契約、持続可能な社会のための消費活動についての講演会等を実施することによ
り金銭トラブル防止の取組を行っている。今後も、高校生が社会の主役として主体的かつ適
切に消費行動できるよう消費者教育の推進を図っていきたい。

・生活環境部
　（消費生活センター）
・教育委員会
　（高等学校課）
・地域振興部
　（教育・学術振興課）

◆要請書提出日　2018年11月12日（月）　　　◆回答日　2019年３月５日（火）
2018年度勤労者福祉に関する要請について、鳥取県より回答がありました。内容は以下のとおりです。
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要　請　事　項 回　　　　　答 担　当　部　局

⑵　消費者契約法が改正されて、2019年６月から施行されるこ
ととなった。この改正では、デート商法や就職や容姿などに
ついて不安をあおって結んだ契約・霊感商法による勧誘、加
齢や心身の問題が原因で判断力が低下した消費者に、生活や
健康の不安をあおって結んだ契約などの取り消しができる規
定が盛り込まれ一定の前進があった。あらためて県民に対し
てこの内容を周知していただきたい。また、より一般的な「つ
けこみ型勧誘」の取消権の法整備は残ったままとなっている
ため、国に対して早急な整備の働きかけをお願いしたい。

　2019年６月に施行される「消費者契約法」について、とりネットや県の広報媒体等を活
用し、県民に周知する予定である。
　「つけ込み型不当勧誘」に対する取消権創設については、消費者庁が衆参両院からの附帯
決議をうけ、法の成立後２年以内に、被害事例や裁判例の分析を行い、不当勧誘の類型化を
図ることとしており、国の動向を注視することとする。

・生活環境部
　（消費生活センター）

３．格差・貧困社会の是正、セーフティネットの強化に関する要請について

⑴　給付型奨学金制度の創設を契機として、有利子から無利子
へ、貸与から給付への流れを加速し、既存の返済者の負担軽
減や救済制度の拡充、学費を含む教育費負担の軽減につなげ
ていくよう国に対して積極的に働きかけをしていただきたい。

　　また、鳥取県として国の奨学金を補う観点から、独自の給
付型奨学金制度や有利子の奨学金についての利子補給、奨学
金返済への支援等の制度拡充を更に進めていただきたい。

　現在国において給付型奨学金制度の拡充や授業料減免制度の創設等の高等教育の無償化が
進められており、平成30年７月には給付型奨学金制度等の一層の充実を図るよう国に要望し
たところであるが、今後も必要に応じて要望等を行っていく。
　現時点では、鳥取県育英奨学資金は貸付制で考えているが、高校生等に対しては、鳥取県
育英奨学資金の貸与の他に、授業料に充てるための高等学校等就学支援金、授業料以外の費
用に充てるための高校生等奨学給付金を給付しているところであり、来年度は、第１子に係
る高校生等奨学給付金の給付額を引き上げ、低所得世帯の修学支援を強化する予定としてい
る。
　また、県では産業界等と連携し、「鳥取県未来人材育成基金」を設立し、同基金への出捐
を行っており、同基金から県内の対象業種に就職された方に対し、各種奨学金返済への助成
を実施している。
　平成27年度に制度を開始して以来、業界団体等の協力を頂き、認定対象者の在学学校種別

（H30：専門学校を追加）や支給対象業種（H27：３業種⇒H30：８業種）の拡充に努めている。
今後も業界団体等の意見や要望も踏まえながら制度拡充を検討していく。

・教育委員会
　（人権教育課）
・商工労働部
　（雇用人材局雇用政

策課）

⑵　本年10月より生活困窮者自立支援法の改正法施行となり、
就労準備支援事業、家計改善支援事業が努力義務化され、国
が今後３年間で集中的に実施体制の整備を進めることを受け
て、県内自治体において両事業が実施されることを目指した
取り組みを徹底していただきたい。

　　また、一時生活支援事業、子どもの学習・生活支援事業も
含め、各任意事業での自治体間格差の是正による県全体の底
上げを図られたい。

　平成30年度時点で、県内19市町村のうち、就労準備支援事業は10市町村、家計改善支援
事業は６市町村で実施されているところである、県としては、県内外の事例横展開、事業効
果に関する研修会開催、ファイナンシャルプランナーや社会保険労務士などにより、市町村
における両事業を含めた任意事業の実施を後押しするよう、取り組んでいきたい。
　また、子どもの学習支援については、子どもの学習・生活支援事業だけでなく、地域未来
塾推進事業など子どもの学習支援に関する各種事業/基金を活用し、県内全19市町村で子ど
もの学習支援が実施されている。県としては、福祉部局と教育委員会とで連携して、支援が
必要な子どもの参加促進など、子どもの学習支援の拡充や実効性の向上について、市町村と
ともに取り組んでいきたい。

・福祉保健部
　（福祉保健課）

⑶　５年に１度の生活保護基準の見直しが行われ、本年10月よ
り段階的に引き下げられたが、生活扶助の支給額が減額とな
る受給世帯は全国で67％と言われている。また、この引き下
げに伴う他制度への影響もでてくる。「できる限り、その影響
が及ばないよう対応する」と閣僚懇談会で確認もされている
ことを踏まえ、低下に伴う住民生活への影響を最小限にとど
めるように各自治体に対してあらためて周知徹底を行ってい
ただきたい。

　生活保護基準の見直しに伴い生じる影響への対応については、平成30年６月に厚労省から
各関係省庁及び各自治体あてに通知が発出されたことを受け、県においても速やかに関係部
局及び市町村等に周知を行ったところである。

・福祉保健部
　（福祉監査指導課）

４．くらしの安心・安全の確保について

⑴　前年度、食品ロスの観点から、「フードバンク」を「新しい
公共」の一つとして位置づけて検討を要請した。業者・支援
団体・消費者団体・行政による協議会を立ち上げて検討して
いくとの回答であったが、その後の進捗状況を教えていただ
きたい。

　事業者、団体、消費者、行政等が連携して食品ロスの削減に取り組む機運の醸成を図り、
全県的な食品ロス削減の運動を展開（資源の有効利用促進、廃棄物の発生抑制等）していく
ことを目的として、平成30年９月に「鳥取県食品ロス削減推進協議会」を設置した。
　今年度は、当協議会員にご協力いただき、消費者の過度な鮮度志向や購買行動による食品
ロスの発生を防ぐため、店頭での啓発活動（食品ロス削減推進キャンペーン）を実施している。
　また、流通過程で発生する余剰食品の有効活用の取組を拡大するため、食品の提供者と利
用者の間の受渡しに関するルール（食品提供に関する手引き）の内容を検討しているところ
であり、来年度は、この手引き（素案）をもとに、食品の提供者と利用者との間で実際に円
滑な余剰食品の受け渡しが行われるよう、モデル事業等を実施する予定である。

・生活環境部
　（循環型社会推進課）
・福祉保健部
　（福祉保健課）

⑵　フードバンクを福祉分野における食品提供と災害時の食料
支援システムと位置づけて考えていかなければならない。生
活困窮者支援に関わる行政や支援団体を通じての食品提供や
非常時の食料支援を行うためには食品の提供者・回収・保管・
流通など明確なネットワークの構築を進めていく必要がある。

　　鳥取県労福協は、くらしの安心・安全の確保に向けて、フー
ドバンクの意義を認識して他県への視察や県内の現状につい
て調査を始めた。あらためてこの件について、鳥取県の今の
認識についてお聞かせいただきたい。

　上述のとおり、来年度、食品の提供者と利用者との間で実際に円滑な余剰食品の受け渡し
が行われるようモデル事業等を実施する予定であり、食品の提供者からの回収、保管、利用
者への提供までを効率的かつ効果的に行うことができる体制の構築に取り組んでいきたいと
考えている。

・生活環境部
　（循環型社会推進課）
・福祉保健部
　（福祉保健課）

５．大規模災害等での対策、防災・減災対策について

⑴　鳥取県中部地震の復興はおおよそできたと思われた中、本
年は台風・地震など各地で自然災害が頻発している。停電や
断水による２次被害が多発したことは、災害への備えの必要
性や防災・減災意識の弱さを露呈したとも言える。今後想定
される大規模災害に備えてあらためて以下のとおり防災・減
災対策を早急に進めていただきたい。

　①災害時の災害対応拠点となる自治体庁舎・公共施設・医療
施設等の耐震化に加え、老朽化した学校設備等の危険場所
の点検を徹底していただきたい。

　行政庁舎は災害対策本部が設置され応急対策業務に当たるための拠点であり耐震化は急務
であることから、各施設管理者において施設改修などの機会を捉えて鋭意取り組んでいる
が、県から市町村に対しては、耐震性の不足する庁舎の耐震化の促進に積極的に取り組むよ
う依頼しているところ。（平成29年度末　本県の公共施設等の耐震化率90.1％（全国平均
93.1％））
　学校設備については、学校施設管理者は建築基準法や消防法に基づく法定点検等により、
劣化等による是正が必要な箇所を把握し、早期に是正を行い施設の維持管理に努めていると
ころである。
　平成30年６月に発生した大阪北部地震によるブロック塀倒壊事故を受けて、学校敷地内の
ブロック塀の緊急点検を行い、その結果、安全性に問題のあるブロック塀については速やか
に注意喚起し、撤去・改修工事を進めている。

・危機管理局
　（危機管理政策課）
・教育委員会
　（教育環境課）

　②住民や企業に対し、大地震および台風・大雨による水害や
土砂災害など今後想定される大規模災害に備えた避難訓練
や防災教育等の啓発活動を強化されたい。

　県では、鳥取県自主防災活動アドバイザー派遣制度により、有識者等を自主防災組織等（自
治会等）や企業に派遣し、避難訓練の指導・助言を行うことにより、避難訓練の普及啓発を行っ
ている。また、日野ボランティアネットワークに委託して、住民主体の防災体制づくりを支
援している。今後も、これらの取組を継続するとともに、防災士等の地域防災リーダーや自
主防災組織数の増加を図り、大規模災害に備えた避難訓練などの共助の取組がますます活発
に行われるように取り組んでいきたい。
　各公立学校においては、生活安全、交通安全、災害安全の三領域について年間の指導内容
をまとめた学校安全計画を作成し、これに基づき学校の安全管理、児童生徒への安全教育の
取組を進めている。また、学校の実態に応じた危機管理マニュアルを作成し、これに基づき
避難訓練を実施し、災害発生時に迅速で適切な対応ができるよう備えている。
　また、県教育委員会では、各学校での防災教育に県学校防災アドバイザーや気象庁、県土
整備部等の専門家を派遣したり、教職員を対象とした研修会を開催したりし、各学校での防
災教育の充実と実効性のあるマニュアル作成や避難訓練の実施に資するよう取組を進めてい
る。今後も引き続き、学校への専門家派遣事業や研修会等を通して、教職員や児童生徒の防
災意識の向上を図り、各学校の防災対策や防災教育の充実を図っていきたい。

・危機管理局
　（消防防災課）
・教育委員会
　（体育保健課

　③被災者の生活、住居、就労、医療・福祉等に関する相談体
制を拡充して整備するとともに住民に対して相談体制の周
知徹底をしていただきたい。

　鳥取県中部地震への災害対応にあたり、住宅問題に限らず、生活面での課題が未だに解決
されていない被災者に対し一人ひとりが抱える事情に応じ、生活復興を支援する体制を構築
し、市町村や関係機関等とも連携の上個々の事情に応じた支援に取り組んでいる。この「災
害ケースマネジメント」を恒久制度化するため、「鳥取県防災及び危機管理に関する基本条例」
を改正し、今後同規模の災害が発生した場合に同様の対応ができるよう備えている。災害時
には、住民への周知を含め、関係先とも連携のうえ対応に当たっていきたい。
　また、鳥取県士業団体連絡協議会（鳥取県司法書士会、鳥取県社会保険労務士会、中国税
理士会鳥取県支部連合会、公益社団法人鳥取県不動産鑑定士協会、鳥取県弁護士会、鳥取県
土地家屋調査士会、一般社団法人鳥取県中小企業診断士協会、鳥取県行政書士会の８士業で
構成）と協定を締結しており、大規模災害が発生した場合、当協議会に御協力をいただきな
がら、県民からの相談業務を行うこととしている。
　加えて、総務省鳥取行政監視行政相談センターが県内の関係機関に呼びかけ、自然災害が
発生した場合に、被災者等からの各種相談、問い合わせ等にワンストップで応じるための総
合的な相談窓口を設置するよう申合せを締結している。
　先の鳥取県中部地震においては、この協定及び申合せにより関係機関が連携し、初めて無
料合同相談会を計３回実施し、計95件の相談に対応したところである。
　今後、本県で大規模災害等が発生した場合、この協定及び申合せにより、被災者に対して
きめ細かな総合相談業務を行っていくとともに、国・県・市町村及び関係団体等の連携により、
住民に対して相談会開催の周知を図る。

・危機管理局
　（危機管理政策課）
・元気づくり総本部
　（県民課）
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第65回鳥取県勤労者美術展
　2019年２月17日(日)から24日(日)、米子市美術館で第65回鳥

取県勤労者美術展を開催しました。勤労者および退職者の皆様

から187点ご出品いただきました。初日の17日には、入賞者や

来賓の皆様をお招きして開会式・表彰式を開催し、最終日には

来場者による人気投票の表彰式を実施しました。来場者約850人

の方々に作品を鑑賞いただき、盛大な展覧会となりました。

主催者：(一財)鳥取県労福協
理事長　安長　章
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鳥取県知事賞

鳥取県労働者福祉協議会理事長賞
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第65回 鳥取県勤労者美術展 入賞作品一覧
鳥取県経営者協会会長賞

写真 降
こ う か

下 八
や は ら

原　
ひろあき

晃 様 米子市

写真 未
み ら い

来 鈴
す ず き

木　新
しんきち

吉 様 鳥取市

洋画 浜
はまさか

坂ジオパーク 小
こ だ に

谷　裕
ひろあき

章 様 鳥取市

書道 江
こうじょうとうぼう

城登望 井
いのうえ

上　穂
すいこう

香 様 新温泉町

鳥取県商工会議所連合会賞
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鳥取県商工会連合会会長賞
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中国労働金庫鳥取県営業本部本部長賞
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会期 2019年２月17日（日）～ 24日（日）
米子市美術館

会期 2019年２月17日（日）～ 24日（日）
米子市美術館

「
呉ご

錫せ
き

麒き

の
詩し

」

西に
し
が
き垣　

幸こ
う
せ
ん染 

様（
鳥
取
市
）

書
道
部
門

ろ　う　ふ　く第 302 号 （5）



西部労福協第49回定期総会の開催
　2019年２月21日（木）に徳島市で総勢72名の出席で開催された。

　議長に地元徳島県労福協の兼松代議員が選出された後、西部労福協成相会長から「自然災害の猛威を受

けた2018年度であったが、被災された地域のみなさんへのお見舞いと復興への期待、労福協が取組む様々

な運動への協力・支援に対しての感謝、2020年ビジョンを検証しながら新ビジョンづくりに向けて論議

のお願い」の挨拶があった。また、中央労福協花井圭子事務局長、徳島県商工労働観光部田中稔副部長、

遠藤彰良徳島市長、森本佳広連合徳島会長、川越敏良徳島県労福協会長よりそれぞれ挨拶があった。

　続いて、福間西部労福協事務局長より１号議案2018年度活動報告から５号議案役員の一部交代まで提

案されすべてが承認された。最後に、議

長がスローガンを読み上げて採択され

総会は終了し、２部として兵庫県北淡

震災記念公園の米山正幸さんの記念講

演があった。阪神・淡路大震災を被災

され、体験した恐ろしさと、防災・減

災について教訓を交えての講演であり

とても参考になるものであった。

　今年は、囲碁が6チーム、将棋が10チームの参加で例年よ
り囲碁の参加が多く、にぎやかな大会となりました。大会結
果は、下記のとおりです。

◇開催日時　2019年２月３日（日）受付10：00 ～
◇開催場所　まなびタウンとうはく

将棋の部

囲碁の部
優　勝　県職連合東部支部Ａ（東部）
準優勝　情報労連ＮＴＴ労組Ｂ（西部）
第３位　鳥取市職労Ａ（東部）
第３位　鳥取市職労Ｂ（東部）

優　勝　米子市職労Ａ（西部）
準優勝　米子市職労Ｂ（西部）
第３位　明治製作所労組（中部）
第３位　日南町職労（西部）

第29回囲碁･将棋大会

囲碁の部
優勝　鳥取県職連合東部支部 Ａ（東部）

▲

将棋の部
優勝　米子市職労Ａ（西部） 

▲

対局
結果

ろ　う　ふ　く（6） 第 302 号



「防災用ハンドマイク」を寄贈しました

四団体研修会・
構成組織代表者会議のご案内

　労福協福祉カンパ活動のひとつとして、交通事故・災害等から子どもを守る活動への支援があります。

この２年間、県内の小学校・中学校へ誘導等に役立つ「防災用ハンドマイク」を寄贈してきましたが、今

年度は県内の保育園・幼稚園・認定こども園（203施設）へ寄贈しました。また各地区に於いて贈呈式を

行いました。

　東部　美保保育園（３/20寄贈）

　中部　由良こども園（３/22寄贈）

　西部　淀江保育園・おおぞら

　　　　（３月中に寄贈）

　この活動を行うにあたり、みなさまのあたたかいご協力をいただきましたことに感謝申しあげます。

鳥取県労働・福祉事業四団体合同研修会

鳥取県労福協第６回構成組織代表者会議

日 時 	 2019年４月19日（金）受付10時　開会10時30分～12時

場 所 	 全労済鳥取推進本部５階会議室

講 演 	 テーマ 「持続可能な開発目標（SDGｓ）の達成に向けて」
	 講　師　 SDGｓ市民ネットワーク　事務局長代行　新田英理子 さん

主 催 	 連合鳥取･鳥取県労福協･中国労金鳥取県営業本部･全労済鳥取推進本部

日 時 	 2019年4月19日（金）開会13時より

場 所 	 全労済鳥取推進本部5階会議室

内 容 	 （１）2018年度事業報告

	 （２）2018年度会計決算報告

	 （３）2019年度事業計画（案）　　

	 （４）2019年度収支予算（案）

美保保育園にて園児のみなさんと

（昨年の様子）

防災用ハンドマイク（黄色）
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